
【導入】

たくさんの犬や猫の声が響き渡る。

私の実家は、福島県のとある小さな町にある、創業60年、3代続くペット業者です。
毎日、たくさんのお客さんが訪れ、楽しい時間を過ごす。

私はこの家が大好きです。

しかし、上京する前、私は母からこう告げられました。

「ウチはしっかり動物のことを考えてやってるのに、、、

業界への規制が強くなるばかりで不安なんだ」

実は、2019年の動物愛護法の改正により、ペット業界は窮地に立たされているのです。

本弁論では、ペット業界が置かれた現状と、より良い規制のあり方について訴えます。

【現状】

そもそもペット業者とは、ペットを飼い主向けに販売するペットショップ、

飼い主やペットショップ向けに販売するブリーダーなど、

ペット業で生計を立てている人のことをさします。

2017年の環境省の調査では、ペット業者の資格を有し、営業を行っている事業所の数は、約4万箇所。

しかし現在、改正動物愛護法の施行により、業界の雲行きは怪しくなっています。

この改正動物愛護法の大きな問題は、厳しすぎる頭数制限です。

環境省は、昨年から頭数制限を設けており、

従業員1人当たり、繁殖する犬25頭、猫35頭と上限を定め、その後は2024年まで毎年5頭ずつ減らし、制限を
強めるとしています。

この頭数制限の背景には、悪徳業者の存在があります。

彼らは、犬猫に食事や水を与えず、不衛生な環境のままケージに軟禁し、無理な大量出産を行わせています。

こうした業者を規制するため、改正動物愛護法により制限が設けられたのです。

しかし、これにより、多くの業者が経営困難に陥ります。

実際、ペットパーク流通協会の調査では、犬の繁殖業者の約7割、猫の繁殖業者の約3割が頭数制限を超過し
ています。

この規制を超過した業者は、新たに対応を迫られます。

考えられる対応は二つ。

一つは新たな引き受け手を見つけ、譲渡すること。

もう一つは新たに従業員を雇い、飼育可能な頭数を増やすことです。

しかし、このどちらも難しいのが現状です。

まず譲渡の場合、今回の規制により、犬猫合わせて約13万頭の譲渡が必要になります。
現在、この譲渡先は、自治体や民間の動物愛護団体です。

ところが、28箇所の動物愛護センターに対するアンケートでは、全ての愛護センターで新たな受け入れが「不
可」と回答しています。

つまり、多くの譲渡が必要となるにも関わらず、受け入れ体制は整っていないため、譲渡することは難しいので

す。

また、新たに従業員を雇う場合、飼育代や施設の維持費などで既に負担が大きいため、さらに人件費を負担す

るのは困難です。



特に、ペット業者は、私の実家のような個人経営も多いため、新たな従業員を雇うハードルが高いのです。

これらの理由のため、多くの業者が廃業を迫られています。

実際、規制を超過した犬の繁殖業者の約半数、猫の繁殖業者の約6割が廃業を視野に入れています。

そして、この規制が完全に施行された場合、最悪な未来が待ち受けているのです。

犬猫適正飼養推進協議会の調査では、犬約14万頭、猫約2万頭が行き場を失うと推測されています。
また、ペット関連の仕事に就く27万人の雇用と、その家族68万人の生活に影響が及ぶこともわかっています。
例えば、夫婦で、犬60頭を飼育している場合、年収約560万円ほどとなります。
しかし、今回の制限が適用されると、年収は半減するのです。

つまり、このまま頭数制限をかけ続けては、十数万の動物が路頭に迷い、何十万ものペット産業の関係者の生

活が、ままならなくなってしまいます。

現状をまとめると、ペットの不適切な飼育を行う悪徳業者に対応するため、規制が設けられました。しかし、現状

にそぐわない過度な規制により、多くのペットとペット業者の生活が、危ぶまれているのです！

（間）

【問題点】

古くから、人間は動物とともに生き、その歴史を歩んできました。

そして、現代において、その人間と動物をつなぐ役割を果たしているのが、ペット業者なのです。

ペット業は、365日休みはなく、犬猫の食費代、シーツ代など毎日莫大な肉体的・金銭的負担がかかります。
そんな負担をものともせず、愛をこめて動物の世話を行うペット業者の人々。

私の実家や、父親に連れられ、尋ねた先で、そんな人たちをたくさん見てきました。

しかし、一部の悪質な業者を規制するため、彼らの生業が、その愛情が、制限されてしまう。

私はそれが悔しい。

確かに、悪質な業者は淘汰しなければなりません。

しかし、彼らだけでなく、多くの善良なペット業者、そしてペットの生活まで巻き込んで規制する。

そんな現状にそぐわない、不当な政策が行われてもよいのでしょうか。

現状を鑑みて、現場にあった規制をかける。

それが、政府に求められる役割ではないでしょうか。

【理念】

私の理想は、動物を愛するすべての善良なペット業者により、ペット産業が営まれる社会です。

そのためには、ペット業者に対して、過度な規制をかけるのではなく、悪質な業者のみを規制しなければなりま

せん。

そうして、ペット産業を改善することで、ペットを必要とする人間も、人間に必要とされるペットも、ともに幸せに暮

らせる社会につながるのです。

【方向性プラン融合】

このような社会を実現するため、私は、一点の解決策を提案します。

それは、頭数制限の撤廃です！

改正動物愛護法では、悪徳業者を見極める項目として、新たに頭数制限と動物の管理に関する規定の二つが

設けられています。

これに違反すると、指導、罰金などがあり、改善が見込まれない場合は、営業停止となります。

しかし、頭数制限は、現場にあった規制ではありません。



今回の制限は、犬猫ともに平均飼育頭数より10頭以上少ない基準であり、犬では約7割、猫では約3割の業者
が超過しています。

また、環境省は、頭数制限について、

「たくさんの犬猫を適切に飼育できないブリーダーを規制するため、動物愛護の観点から基準を定めた。そのた

め、現場の業者の経営という観点はそれほど重視していなかった。」と述べています。

つまり、動物の愛護を重視しすぎた結果、業者の経営を軽視した規制となってしまったのです。

一方で、同じく新たに設けられた動物の管理に関する規定は、悪徳業者にのみかかる規制となっています。

この規定では、動物が陥ってはいけない状況として、

「毛に糞尿などが固着している状態」

「体表が毛玉で覆われた状態」

など、悪徳業者の特徴を明確に定めています。

さらに、アンモニアの臭気強度が3.5度を超える場合は規制するなど、他にも客観的かつ網羅的な基準が新た
に設けられたのです。

実際、報道されている悪徳業者は、全て動物の管理に関する規定のどれかに該当していました。

（間）

つまり、頭数制限を撤廃し、動物の管理に関する規定のみを適用することだけでも、悪徳業者を確実に取り締ま

ることができるのです。

そして、悪徳業者を取り締まるために、真面目に経営を行っている善良な業者やそのペットまで被害を被る、そ

のような不当な状態をなくすことができるのです。

【締め】

私の実家、遠藤ペットセンターでは、今日も私の父と母が、動物をかわいがり、懸命に働いています。

彼らのように一生をかけて動物を愛する人を、そして実家であるペットセンターを私は誇りに思います。

動物とかかわるすべての人が幸せになれるように。

人間とペットが幸せに共存できる社会の実現を願って本弁論を終了させていただきます。

ご清聴ありがとうございました。


